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富田林市要綱第１５号 

 

富田林市障がい者地域自立支援協議会設置要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援す

るための法律（平成１７年法律第１２３号）第８９条の３第１項及び

富田林市相談支援事業実施要綱（令和３年富田林市要綱第４７号。以

下「相談支援事業実施要綱」という。）第９条の規定に基づき設置す

る富田林市障がい者地域自立支援協議会（以下「協議会」という。）

の運営について、必要な事項を定めることを目的とする。 

（所掌事務） 

第２条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。 

（１） 地域の障がい福祉に関する包括的かつ予防的なシステム作り

に関すること。 

（２） 相談支援事業実施要綱第４条に規定する事業の適切な運営に

対する評価に関すること。 

（３） 地域の社会資源の活用方法や開発についての検討に関するこ

と。 

（４） 障がい福祉計画等の策定及び進捗状況等に関する検討、評価

に関すること。 

（５） 障がい者等の生活支援に係る困難な事例への対応のあり方に

関すること。 

（協議会） 

第３条 協議会は、代表者会議、実務担当者会議及び事例検討会議で構

成する。 

２ 代表者会議は総括的な事項を、実務担当者会議は具体的な事項を、

事例検討会議は地域支援力の向上に関する事項等をそれぞれ担当す

る。 

（代表者会議の構成） 

第４条 代表者会議の委員は、次に掲げる者の中から、市長が委嘱又は

任命した者で構成する。 

（１） 障がい者等及びその家族 

（２） 委託相談支援事業者 

（３） 障がい福祉サービス事業者 

（４） 保健・医療関係者 



（５） 教育・保育関係者 

（６） 就労・雇用関係者 

（７） 権利擁護関係者 

（８） 関係行政機関の職員 

（９） 学識経験者 

（10） 市の職員 

（11） その他市長が必要と認める者 

 （代表者会議の会長及び副会長） 

第５条 代表者会議に会長及び副会長を置く。 

２ 会長は、委員の互選により定める。 

３ 会長は、会務を総理し、会議を招集し、及び会議の議長となる。 

４ 副会長は会長が指名し、会長に事故あるときは、その職務を代理す

る。 

（代表者会議の開催） 

第６条 代表者会の開催は、原則として年２回とし、会長は必要に応じ

て委員以外の者の出席を求めることができるものとする。 

（代表者会議の委員の任期） 

第７条 委員の任期は３年以内とし、再任を妨げない。 

２ 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 （実務担当者会議）   

第８条 実務担当者会議の構成員は、第４条各号に掲げる者の中から、

実務担当者で構成する。 

２ 実務担当者会議の開催は、原則として年６回とし、相談支援事業実

施要綱第４条第１項第３号に規定する障がい者基幹相談支援センタ

ー事業機能強化事業の実施について同要綱第３条第２項の規定によ

り委託を受けた事業者が招集し、主宰する。 

 （部会の設置） 

第９条 協議会は、必要に応じて個別課題を整理、検討するために部会

を設置することができる。 

２ 部会の構成及び運営に関して必要な事項は、別に定める。 

 （事例検討会議） 

第１０条 事例検討会議の構成員は、第４条各号に掲げる者の中から、

実務担当者で構成する。 

２ 事例検討会議の開催は、原則として年６回とし、相談支援事業実施

要綱第４条第１項第１号に規定する障がい者相談支援事業及び同項

第２号に規定する障がい者基幹相談支援センター事業の実施につい



て同要綱第３条第２項の規定により委託を受けた事業者が招集し、主

宰する。 

 （守秘義務） 

第１１条 協議会の構成員及び会議に出席した者は、職務上知り得た秘

密について、他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とす

る。 

 （庶務） 

第１２条 協議会の庶務は、障がい福祉担当課において処理する。 

 （その他） 

第１３条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事

項は、会長が代表者会議に諮り、別に定める。 

 

附 則 

１ この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。 

２ この要綱の施行後、最初に開催する代表者会議は、第５条第３項の

規定に関わらず、福祉事務所長が招集する。 

附 則（平成２１年要綱第２８号） 

この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。 

   附 則（平成２４年要綱第２３号） 

 この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 

   附 則（平成２５年要綱第３９号） 

 この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 
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